
 

 

資料５ 

地方公営企業法により、一般会計が負担することとされている経費について、交付金として繰

入れているもの。中長期的なビジョンをもって経営していくことが可能となる等、メリットが大

きいことから、運営費及び機器整備に係る定額繰入れ（枠内分）については、Ｈ１８年度から５

年間を区切りとした総額設定による交付金制度を採用している。 

なお、次期交付金についても、繰入項目に変更はない見込み。 

 

次期病院事業交付金（一般会計繰入金）について 

 

 

 

 

 

 

１ 令和元年度繰入額 

 

 

  



 

 

○ 現行の交付金（Ｈ２８～Ｒ２）フレームは維持し、期間はＲ３～７の５年間とする。 

○ 繰入金額については、令和３年度当初予算要求の中で精査していく。 

 

２ 次期交付金について（案） 

 

 

 

 

 （１）総務省繰出基準に基づく現行の交付金の繰出項目は変更しない。 

①運営費 

・繰出項目ごとに定額を交付 

 

②医療機器（枠内） 

・現行の繰入枠／年 

中央病院：１．５億円 

厚生病院：１．０億円 

 

   ③医療機器（枠外）＋施設整備 

    ・引き続き、年度ごとに要求し、１件査定により予算を確保していく。 

 

（２）繰入金額については、来年度当初予算要求の中で精査していく。 

・令和３年度当初予算要求…１０月～年明け頃 

・一般会計の財政事情も厳しい中ではあるが、病院経営に必要な枠予算の確保に努めていく。 


